
都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

関連する個別計画

◆なごや子ども・子育てわくわくプラン2015 ◆子ども・子育て支援事業計画

◆第3期教育振興基本計画

指    標
直 近 の  
現 状 値

目 標 値
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値
令和 12（2030）

年 度  

 育てしやすいまちだと思う市 の

割合
79.8％ 83％ 86％ 

保育所等利用待機児童数 
0 人 

（平成 31 年 4 月 1 日）

0 人 

（令和 6 年 4 月 1 日）

0 人 

（令和 13 年 4 月 1 日）

子育て支援企業認定数 201 件 225 件 250 件 

施策１１ 安心して子どもを生み育てられる環境をつくります 

 安 して どもを み、親として成 することへの 援

子どもを生み育てたいと希望する人を妊娠前から支援するとともに、妊娠、

出産、子育てに至る切れ目のない支援体制を充実させ、誰もが安心して子どもを

生み育てることができるよう支援します。また、幼児教育の充実をはかるほか、

子どもとともに、親として成 する楽しさなどについて学ぶ機会を充実させます。

 子育ての負担感・孤立感の軽減 

心理的負担や経済的負担の軽減をはかるなど、子育て家庭が安心して子どもを

養育することができるよう、地域における子育て親子の交流の場の提供や企業と

連携した子育てに関する講座やイベントの開催など、行政だけでなく地域や企業

などと連携し、社会全体で子育てを支援する取り組みを進めます。 

 働きながら子育てしやすい環境づくり

企業や市 の意識啓発などの取り組みを推進し、働きながら子育てしやすい

環境づくりを進めます。また、働きたい人が安心して子どもを預けることができ

るよう保育所等の利用枠のさらなる拡大や、延 保育や 時保育など多様な保育

サービスの提供、研修の充実などによる保育の質の向上に取り組みます。

成果指標 

施策の柱 
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（現状）平成 30（2018）年度に実施した

本市調査では、子育ての悩みについて、

「子どものしつけ・生活習慣のこと」とし

た保護者の割合は 57.3％、「家庭内で子育

て・家事の協力が得られないこと」とした

割合は 8.3％で、いずれも 5 年前より 1.8 ポ

イント増加しています。 

【課題】子育ての不安を解消し、子育てを

楽しむことができるよう支援することが

必要です。 

（現状）平成 30（2018）年度に実施した

本市調査では、理想とする子どもの人数は

平均 2.58 人であるのに対し、実際の子ども

の人数は 2.01 人とかい離があります。子ど

もの人数が理想とする人数より少ない理由

としては、「経済的に余裕がない」、「子

育ての身体的・精神的な負担が大きい」が

高くなっています。 

【課題】子育ての負担感や孤立感を軽減させ

るため、社会全体で子育てを支援すること

が必要です。 

（現状）出産前後に離職・転職した 親は

48.3％で、そのうち教育・保育事業や職場

の育児休業制度など、仕事と家庭の両立支

援のための環境が整っていれば仕事を続け

たかった人の割合は 4 割を超えています。

また、国の調査要領に基づく除外児童数を

除いた平成 31（2019）年 4 月 1 日現在の

保育所等の待機児童数は、6 年連続の 0 人

となりましたが、保育所等を利用できてい

ない児童（利用保留児童）童）は、対前年 

現状と課題 

◆ 子育てにおいて悩んだり、不安に感じたり、
困ったりしたこと 

出典：名古屋市「子ども・若者・子育て家庭意識・生活

実態調査」（平成 30 年度）

◆ 子どもの人数が理想とする人数より少ない理由

出典：名古屋市作成 

出典：名古屋市「子ども・若者・子育て家庭意識・生活

実態調査」（平成 30 年度）

 比で 96 人増加し、929 人となっています。

【課題】子どもや子育てにやさしい企業を増やすことが必要です。また、誰もが安心して

保育サービスを受けることができるよう、待機児童ゼロの継続のみならず利用保留児童を

少しでも減らすとともに、多様な保育サービスの拡充が必要です。

◆ 保育所等利用待機児童数と利用保留児童数の
推移 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

 安 して どもを み、親として成 することへの 援

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

093 

妊娠前から子

育て期におけ

る相談・育児等

支援 

妊娠前から出産、育児の不安軽減を

はかるため、子育て総合相談窓口

（子育て世代包括支援センター）に

おける支援をはじめ、保健師などの

家庭訪問による適切な保健指導や

家事や育児の負担軽減をはかる必

要がある場合にはヘルパーを派遣

するなど、妊娠前から子育てに至る

切れ目のない相談・支援を実施 

子育て総合相談窓口

（子育て世代包括支

援センター）におけ

る支援の実施 

不育症相談の実施 

不妊治療費助成の実施

パパママ教室の実施 

 17 か所 

なごや妊娠 SOS の

実施 

保健師・助産師等に

よる家庭訪問の実施 

産前・産後における

ヘルパーの派遣 

子育て総合相談窓口

（子育て世代包括支

援センター）におけ

る支援の実施 

不育・不妊症相談の

実施（不育・不妊専

門 相 談 窓 口 の 開 設

（令和元年度）） 

不妊治療費助成の拡充

パパママ教室の実施 

17 か所 

なごや妊娠 SOS の

実施 

保健師・助産師等に

よる家庭訪問の実施 

産前・産後における

ヘルパーの派遣 

子ども 

 少年局

施策を推進する事業 
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施策 11 安心して子どもを生み育てられる環境をつくります

094 

幼児期の子と

親の育ち支援

の推進 

幼児教育の質の向上推進と子育て

の支援充実のため、幼児教育に関す

る調査研究や教職員・保育士等の指

導力や資質の向上に資する研修を

実施するとともに、子育てを支援す

る取り組みを実施 

子育てを支援する取

り組みの実施 

ことばの教室（仮

称）の試行実施 

出前子育て相談の

実施 

指導計画参考資料（5

歳児編）の作成、配

布 

子育てを支援する取

り組みの実施 

幼児の育ち応援ル

ームの設置 

専門家による子育

て相談の実施 

子育てセミナーの

実施 

親子ふれあい体験

広場の実施 

研修の実施 

幼児教育の質の向上

につながる調査研究

の実施 

教育 

委員会 

095 

家庭教育の促進

家庭教育に関する諸問題や親のあ

り方などについて学習を深めるた

めの事業を実施 

家庭教育セミナーの

実施 

全 市 立 幼 稚 園 ・

小・中学校 PTA で

実施 

親学推進協力企業制

度の実施 

 235 企業・団体（累

計） 

家庭教育セミナーの

実施 

全 市 立 幼 稚 園 ・

小・中学校 PTA で

実施 

親学推進協力企業制

度の実施 

 250 企業・団体（累

計） 

教育 

委員会 

 子育ての負担感・孤立感の軽減 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

096 

地域における

子育て支援事

業 

地域の子育て家庭を支援するため、

地域子育て支援拠点、保育所等地域

子育て支援センター、児童館などの

地域子育て支援拠点等において、子

育て親子の交流の場の提供や育児

不安等に対する相談・援助などの実

施に加え、子育て応援拠点において

一時預かりをはじめ、より充実した

支援を実施 

実施中学校区数 

 95 学区 

実施中学校区数 

110 学区 

子育て応援拠点の設置

（令和元年度） 
子ども 

 少年局
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

097 

子ども・子育て

支援センター

の運営 

子どもを生み育てやすい環境づく

りを促進するため、子育て家庭を支

援するネットワークづくりを進め

るほか、講座の企画実施、キッズパ

ーク運営、企業連携などを推進 

実施 

主催講座受講者数

4,641 人 

キッズパーク延べ

利用者数 

  40,000 人 

実施 

子ども 

 少年局

098 

のびのび子育

てサポート事

業 

地域の中で子育ての相互援助活動

を推進するため、子育ての手助けを

してほしい人に子育てのお手伝い

をしたい人の紹介等を実施 

実施 

活動件数 

25,040 件 

実施 

 子ども 

 少年局

099 

子ども医療費

助成 

子どもの健康を守るとともに子育

て家庭の経済的負担を軽減するた

め、中学校 3 年生までの通院と 18

歳に達する日以後の最初の年度末

までの入院を対象に、医療費の保険

診療による自己負担額を助成 

実施 

通院 

 中学校 3 年生まで

入院 

 中学校 3 年生まで

拡充 

通院 

中学校 3 年生まで 

入院 

18 歳に達する日

以後の最初の年度

末まで 

（令和元年度） 

子ども 

 少年局

100 

幼稚園心の教

育推進プラン 

幼児期の発達段階を踏まえた心の

教育を推進するため、市立幼稚園に

おいて芸術鑑賞などの文化的体験、

自然体験や社会体験、預かり保育を

実施するとともに、近隣の親子に遊

びの場や子育ての交流の場を提供

するための子育て支援事業を実施 

芸術鑑賞の実施 

 8 園 

自然体験、社会体験

の実施 全園 

預かり保育の実施 

 全園（ 期休業 

の実施は 8 園） 

子育て支援事業の実施

 全園 

芸術鑑賞の実施 

自然体験、社会体験

の実施 

預かり保育の拡充 

 期休業 を含め

て全園で実施 

子育て支援事業の実施

 全園 

教育 

委員会 

101 

名古屋市奨学

金（高等学校給

付型奨学金）の

支給

教育の機会均等をはかるとともに、

有為な人材を育成するため、経済的

理由によって修学が困難な生徒に

対して、高校等において修学に必要

となる学資の支給を実施 

実施 実施 

教育 

委員会 

102 

私立高等学校

授業料補助 

公・私立学校間における保護者負担

の格差是正をはかるため、県内私立

 校に在籍する市 で、愛知県の授

業料軽減事業の対象とならない一

定の所得階層の世帯に対する授業

料補助を実施 

実施 実施 

教育 

委員会 
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施策 11 安心して子どもを生み育てられる環境をつくります

103 

私立幼稚園で

の子育て支援

事業 

地域の幼児教育の支援をはかると

ともに、預かり保育を受ける園児の

保護者の負担軽減や預かり保育実

施環境の充実をはかるため、市内の

私立幼稚園に対して、預かり保育授

業料・教育研究費、親と子の育ちの

場支援事業費等の補助を実施 

実施 実施 

教育 

委員会 

 働きながら子育てしやすい環境づくり

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

104 

保育所等利用

待機児童対策

等の推進 

働きたい人が安心して子どもを預

けることができるよう、 間保育所

の整備や小規模保育事業実施施設

の設置等、さまざまな手法による利

 枠の拡 を進めるとともに、 間

保育所等における保育士確保の支

援を実施するなど、個々のニーズに

即した、きめ細かな支援策を強化 

実施 

 間保育所整備等

 44 か所 

保育案内人の配置 

全区役所・支所

保育士確保支援 

拡充 

 間保育所整備等

保育案内人の配置

全区役所・支所

保育士確保支援 

子ども 

 少年局

105 

保育所等にお

ける多様な子

育て支援事業 

保護者の多様な就労形態等に対応

した子育て支援を充実させるため、

多様な子育て支援事業を実施 

実施 

延 保育

395 か所 

一時保育 

  60 か所 

夜間保育 

 4 か所 

病児・病後児デイ

ケア 

 20 か所 

休日保育 

 16 か所 

産休あけ・育休あ

け入所予約 

104 か所 

24 時間緊急一時

保育 

2 か所 

私立幼稚園預かり

保育拡充モデル 

 18 か所 

拡充 

延 保育

一時保育 

夜間保育 

病児・病後児デイ

ケア 

休日保育 

産休あけ・育休あ

け入所予約 

24 時間緊急一時

保育 

私立幼稚園預かり

保育拡充モデル 

医療的ケア児保育

支援モデル 

子ども 

 少年局
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

106 

エリア支援保

育所事業 

公 ・ 間保育所が 体となって保

育の質を高めるとともに、地域のす

べての子ども・子育て家庭を支援す

るため、公立保育所をエリア支援保

育所と位置づけ、地域の教育・保育

施設等と連携した研修の開催や子

育てに関する相談等を実施 

実施 

 13 区 

拡充 

 16 区 

子ども 

 少年局

107 

公立保育所の

社会福祉法人

への移管 

保育施策や地域の子育て支援の拡

充のため、公立保育所の社会福祉法

人への移管等によって公立保育所

を今後 78 か所まで集約化するとと

もに、機能強化を実施 

移管（統合を含む） 

21 か所（累計） 

移管（統合を含む） 

36 か所（累計） 
子ども 

 少年局

108 

子育て支援企

業認定・表彰制

度 

社会全体で子育てしやすいまちづ

くりを進めるため、子育てにやさし

い活動を積極的に行っている企業

を認定し、その中から特に優れた活

動を行っている企業を表彰 

子育て支援企業認定数

201 社 

子育て支援企業認定数

 225 社 
子ども 

 少年局
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

関連する個別計画

◆なごや子ども・子育てわくわくプラン2015 ◆子ども・子育て支援事業計画 

◆ひとり親家庭等自立支援計画 ◆第3期教育振興基本計画 

◆第5期障害福祉計画・第1期障害児福祉計画 

指    標 
直 近 の  
現 状 値

目 標 値
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値
令和 12（2030）

年 度  

今の生活に満足している子どもの割合 92.2％ 95％ 95％以上 

自分のことを好きと答える子どもの

割合 
81.0％ 83％ 86％ 

地域における社会活動や自主的な活動

などに参加したことのある子どもの割合
77.7％ 85％ 90％ 

社会的自立をするために必要な力を

身につけている障害児の割合
65.1％ 70％ 70％ 

施策１２ 子どもが健やかに育つよう、子ども・家庭を支援します

 子どもの権利を保障し、将来の針路を応援するための取り組み 

子どもの権利を守る文化及び社会の形成をめざし、子どもが権利の主体である

という意識が社会に浸透していくよう、積極的な取り組みを行います。また、子

どもが将来の夢や目標に向かって踏み出すことができるよう、いじめや不登校、

成績といった、子ども一人ひとりが抱える複合的な困難に対して「総合的・包括

的」に取り組み、発達段階に応じた支援を推進します。 

 子どもが心身ともに健康に育つための支援 

子どもがさまざまな体験を通して、豊かな人間性と創造性を育み、社会性を身

につけられるよう放課後施策を推進するとともに、地域が子どもにとって安全に

安心して過ごせる居場所となるよう地域における 少年の健全育成を推進します。

 困難を抱える子ども・家庭への支援

家庭環境などに恵まれない子どもや適切な養育を受けられない子どもがより家

庭的な環境での養護を受けられるよう支援します。また、ひとり親家庭等の自立

に向け、経済面や生活面での負担を軽減するとともに、子どもの学習を支援します。

 障害や発達の遅れなどのある子どもとその家庭への支援

医療的ケアを必要とする子どもを含む障害児や、発達に遅れやアンバランスな

どのある子どもとその家庭が、安心して日常生活を送ることができ、より身近な

地域や学校で支援を受けられるようにするとともに、自立と社会参加に必要な能

力を養成します。

成果指標 

施策の柱 
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現状と課題 

（現状）子どもの権利を保障し、子どもの健

やかな育ちを社会全体で支援するまちの実

現 を め ざ し て 、 平 成 20 （ 2008 ） 年

に「なごや子ども条例」を施行しました。

平成 30（2018）年度に実施した本市調

査では、子どもは勉強や将来のこと、自分

の性格などについて、さまざまな悩みや不

安を抱えています。平成 26（2014）年度

に立ち上げた「なごや子ども応援委員会」 

◆ 子どもが悩んだり困ったりしていること

（現状）少子化や核家族化といった社会の変化や、地域における地縁的なつながりの希薄化

は、子どもが年齢の違う子どもと一緒に遊んだり、地域の人々と接したりする機会の減少

などを引き起こし、社会性の発達や自立に影響を及ぼす可能性が指摘されています。

また、近年、 親の就業率が上昇しており、さらなる共働き家庭の増加が 込まれる中、

放課後児童に対する施策の充実への期待が高まっています。 

【課題】子どもが  ともに健やかに成 ・発達することができ、豊かな 間性や創造性・

自己肯定感を育み、社会性を身につけられる環境づくりや、放課後施策の充実が求められ

ており、保護者と行政や地域などが協働して推進していくことが必要です。

出典：名古屋市「子ども・若者・子育て家庭意識・生

活実態調査」（平成 30 年度） 

（現状）家庭環境などに恵まれない子どもや、適切な養育を受けられない子どもが心身とも

に健やかに養育されるためには、より家庭に近い環境での養育が必要ですが、本市の里親

等委託率は約 15％に留まっています。また、平成 30（2018）年度に実施した本市調査で

は、本市の  世帯の平均年間世帯収 は 育て世帯の平均年間世帯収入の約 4 割となっ

ています。 

【課題】里親等への委託の一層の推進や、より小規模な施設での養育が求められています。

また、ひとり親家庭が自立するとともに、子どもが心身ともに健やかに成 できるよう

支援することが必要です。 

（現状）発達に関わる支援を必要とする子どもが増加しており、地域療育センターでは初診

待機期間が 期化しています。また、人工呼吸器を装着しているなど医療的ケアを必要と

する障害児が増加しています。 

【課題】医療的ケアを必要とする子どもを含む障害児や、発達に遅れやアンバランスなどの

ある子どもが、より身近な地域や学校で支援を受けられるようにすることが必要です。 

をはじめ、平成 30（2018）年度には、家庭訪問型相談支援モデル事業や子どもライフキ

ャリアサポートモデル事業を開始するなど、支援の充実をはかっています。 

【課題】子どもが権利の主体であるという意識が社会に浸透していくよう取り組むととも

に、さまざまな悩みや不安を抱える子どもや親に対して、子どもが将来の夢や目標に向か

って踏み出すことができるよう、総合的に支援することが必要です。 

10.5
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38.5
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

 子どもの権利を保障し、将来の針路を応援するための取り組み 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

109 

なごや子ども

条例の推進 

子どもに関する施策の総合的な推

進をはかるため、条例の広報・啓発

を行うとともに、条例に基づき設置

されているなごや子ども・子育て支

援協議会を開催し、子どもに関する

さまざまな施策の進捗状況につい

て意見聴取を実施 

なごや子ども・子育

て支援協議会の開催 

広報・啓発の実施 

なごっちフレンズ

への情報提供 

子どもワークショ

ップの実施 

なごや子ども・子育

て支援協議会の開催 

広報・啓発の実施 

なごっちフレンズ

への情報提供 

子どもワークショ

ップの実施 

子ども 

 少年局

110 

子どもの権利

擁護機関の設

置・運営 

子どもの権利を守る文化及び社会

の形成をめざし、子どもの最善の利

益を確保するため、子どもの権利の

侵害に対して、子どもや保護者など

からの相談・申し立てや、自己の発

意に基づき子どもの権利の保障を

はかる独立性が担保された第三者

機関を設置・運営 

検討 設置（令和元年度） 

運営 

子ども 

 少年局

111 

子どもライフ

キャリアサポ

ート事業 

小学生から高校生までの子どもが

夢や目標に向かって自ら踏み出せ

る力を身につけることができるよ

う、学校においてキャリアの専門家

が子どもや保護者からの相談に対

応するとともに、将来について考え

るための情報提供等を実施 

モデル実施 

小学校 2 校 

中学校 2 校 

高校 2 校 

実施 

子ども 

 少年局

112 

家庭訪問型相

談支援事業 

不登校、成績などさまざまな悩みを

抱える子どもと保護者の孤立化を

防ぎ、悩みや不安を軽減するため、

家庭訪問による相談や、適切な関係

機関等へつなぐ支援を実施 

モデル実施 

おおむね中学生か

ら 高 校 生 の 子 ど

も 222 人とその保

護者 

実施 

子ども 

 少年局

施策を推進する事業 
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113 

キャリア支援

の推進 

子どもの生涯を通じた発達を支援

するため、小・中学校の 9 年間を見

通した支援を充実するとともに、高

校等における支援体制の充実をは

かるほか、支援にかかる基本方針

「なごや版キャリア支援」を確立 

小・中学校の 9 年間

を見通した支援の試

行実施 

小学校 16 校 

高校等における支援

の実施 

非常勤スクールカ

ウンセラー※の配

置 

  高校 14 校 

常勤スクールカウ

ンセラーの配置 

  高校 1 校 

キャリア支援アド

バイザーの配置 

  高校 14 校 

  特別支援学校高

等部 4 校 

名古屋市立大学と連

携した「なごや版キ

ャリア支援」の検討 

小・中学校の 9 年間

を見通した支援の実

施 

実施校の拡充 

高校等における支援

の拡充 

高校等への非常勤

スクールカウンセ

ラーの配置拡充 

常勤スクールカウ

ンセラーの配置の

あり方検討 

キャリア支援アド

バイザーによる支

援体制の拡充 

「なごや版キャリア

支援」の確立 

教育 

委員会 

※スクールカウンセラー：臨床心理士等の専門的知識・経験を活かし、学校生活全般に対する援助や、
児童生徒・保護者・教職員への相談対応をする職員。
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事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

114 

なごや子ども

応援委員会の

運営 

さまざまな悩みや心配を抱える子

どもや親を総合的に支援し、子ども

の目前の進路に留まらず将来の針

路を応援するための取り組みを推

進 

なごや子ども応援委

員会の設置 

市内 11 ブロック

の中学校 

  11 校 

常勤スクールカウ

ンセラーの配置 

  11 人 

常勤スクールソー

シャルワーカー※

の配置 

  20 人 

常勤スクールアド

バイザー※の配置 

  11 人 

非常勤スクールポ

リス※の配置  

  11 人 

なごや子ども応援委

員会設置校以外の常

勤スクールカウンセ

ラー配置校 

中学校 73 校 

なごや子ども応援委

員会の設置 

市内 11 ブロック

の中学校 

  11 校 

常勤スクールカウ

ンセラーの配置 

  11 人 

常勤スクールソー

シャルワーカーの

配置 

  22 人 

常勤スクールアド

バイザーの配置 

  11 人 

非常勤スクールポ

リスの配置 

  11 人 

なごや子ども応援委

員会設置校以外の常

勤スクールカウンセ

ラー配置校 

中学校 99 校 

教育 

委員会 

115 

市立大学にお

けるスクール

カウンセラー

の養成 

いじめや不登校など児童生徒に関

わる諸問題の早期発見や個別支援

を行うスクールカウンセラーの中

 期的な 材確保につなげるため、

臨床心理士等を育成 

実施 実施 

臨床心理士及び公

認心理師資格取得

件数  

100 件（5 か年)

総務局 

 子どもが心身ともに健康に育つための支援 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

116 

トワイライト

スクール 

遊び、学び、体験や交流を通じて子

どもたちの自主性、社会性、創造性

などを育むため、放課後等に小学校

施設を活用した教育事業を実施 

実施 

全小学校（トワイ

ライトルームを含

む） 

実施 

全小学校（トワイ

ライトルームを含

む） 

子ども 

 少年局

※スクールソーシャルワーカー：福祉の専門的知識・経験を活かし、関係機関との連携をはかりながら
悩みや問題を抱える児童生徒が置かれた環境へのはたらきかけを行う職員。 
スクールアドバイザー：学校に対する外部からの意見への対応や地域との連絡調整を行う職員。 
スクールポリス：学校内外の見守り活動や必要に応じて警察との連携をはかる元警察官の職員。 
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117 

トワイライト

ルーム 

遊び、学び、体験や交流を通じて子

どもたちの自主性、社会性、創造性

などを育むとともに、就労等により

昼間保護者がいない家庭を支援す

るため、トワイライトスクールを基

盤に、より生活に配慮した事業を一

体的に実施 

実施 

47 校 

実施 

子育て家庭のニー

ズ等を踏まえ段階

的にトワイライト

スクールから移行 

子ども 

 少年局

118 

留守家庭児童

健全育成事業

助成 

留守家庭児童等の健全育成をはか

るため、地域の留守家庭児童育成会

に対し運営費等を助成 

実施 

171 か所 

実施 

国 の 基 準 を 基 本

に、必要に応じて

市独自の助成を実

施 

子ども 

 少年局

119 

 少年の健全

育成 

子どもの健康を増進し、情操を育む

ため、児童館やとだがわこどもラン

ドなどで遊びや体験活動を実施す

るとともに、 少年が安 して過ご

すことができ、社会と関わることが

できるよう、児童館などにおいて居

場所づくりを推進 

実施 

児童館利用者数 

  645,962 人 

とだがわこどもラ

ンド利用者数 

  601,360 人 

実施 

子ども 

 少年局

120 

子ども会等地

域における 

少年育成活動

への支援 

地域における 少年の健全育成を

はかるため、異年齢の子ども同士の

交流や、地域の中での子どもの健や

かな育ちを支援する子ども会など

への支援を充実・強化するととも

に、地域団体と連携して声かけ・見

守り活動などを推進 

 少年の育成活動に

関わる子ども会等へ

の助成 2,013 件 

 少年育成市 会議

の活動推進 

 少年の育成活動に

関わる子ども会等へ

の助成の実施及びそ

の他支援策の検討 

 少年育成市 会議

の活動推進 

子ども 

 少年局

 困難を抱える子ども・家庭への支援

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

121 

里親等委託の

推進 

家庭的な環境での養育を推進する

ため、里親登録者の増加とファミリ

ーホームの増加、児童相談所の支

援、研修等による里親等委託を推進

推進 

里親等委託率 

  14.4％ 

推進 

里親等委託率の向上 子ども 

 少年局

122 

児童養護施設

等の小規模化

かつ地域分散

化の推進 

家庭的な環境での養育を推進する

ため、地域小規模児童養護施設の増

加による施設の小規模化及び施設

機能の地域分散化を推進 

推進 

地域小規模児童養

護施設 

12 か所 

拡充 

子ども 

 少年局
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事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

123 

児童養護施設

等に入所して

いる児童及び

退所した児童

への自立支援 

児童養護施設等入所児童の社会的

自立のため、自立支援担当職員によ

る就労や就学に関する支援の強化

や、施設を退所して就労する児童が

無理のないステップで自立できる

よう見守り支援を実施 

 間児童養護施設へ

の自立支援担当職員

の配置 9 施設 

ステップハウスモデ

ル事業の実施 

 2 か所 

 間児童養護施設へ

の自立支援担当職員

の配置 全 12 施設 

ステップハウス事業

の実施 

子ども 

 少年局

124 

児童福祉施設

の改築 

児童福祉施設に入所する児童等の

生活環境の向上をはかるため、老朽

化した   活 援施設「にじが丘

荘」、障害児入所施設「あけぼの学

園」、児童自立支援施設「玉野川学

園」の改築等を実施するとともに、

 間児童養護施設の改築に対する

補助を実施 

にじが丘荘 

設計 

あけぼの学園 

工事 

にじが丘荘 

工事完了 

（令和 2 年度） 

あけぼの学園 

工事完了 

（令和 2 年度） 

玉野川学園 

検討 

 間児童養護施設

補助 1 か所 

子ども 

 少年局

125 

ひとり親家庭

の自立支援 

自立が困難なひとり親家庭が、仕事

と生活のバランスがとれた生活を

送ることができるよう、就業支援や

生活上の負担の軽減、子どもの健や

かな育ちのための支援などを実施 

  ・     援

員の配置 

全区役所・支所 

ひとり親家庭応援専

門員の配置 

 12 区役所 

自立に向けた相談の

実施 27,120 件 

ひとり親家庭手当の

支給 8,329 人 

  ・     援

員の配置 

 全区役所・支所 

ひとり親家庭応援専

門員の配置 

 全区役所・支所 

自立に向けた相談の

実施 

ひとり親家庭手当の

支給 

子ども 

 少年局

126 

ひとり親家庭

等医療費助成 

ひとり親家庭の福祉の増進をはか

るため、18 歳未満の児童を扶養する

ひとり親家庭等を対象に、医療費の

保険診療による自己負担額を助成 

実施 実施 

子ども 

 少年局

127 

中学生の学習

支援事業 

ひとり親世帯や生活保護受給世帯

等の子どもが学習習慣を身に付け

たり高校進学をめざせるよう、一人

ひとりの学習レベルに沿った支援

を実施 

実施 

 150 会場 

実施 
健康 

福祉局 

子ども 

 少年局
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128 

高校生世代へ

の学習・相談支

援事業 

中学生の学習支援事業に参加した

高校生等の中退防止や将来の不安

や悩みに対応するため、進学後の学

習支援や職業・進路等の悩みに対す

る巡回相談を行うとともに、個別支

援が必要な子どもを適切な支援に

つなぐ事業を実施 

学習フォローの実施 学習フォローの実施 

将来等についての相

談支援 

健康 

福祉局 

子ども 

 少年局

 障害や発達の遅れなどのある子どもとその家庭への支援

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

129 

子ども発達支

援の推進 

障害児または発達に遅れやアンバ

ランスなどのある子どもとその保

護者が、身近な地域で早期に支援を

受けることができるよう、地域療育

センターの機能強化をはかるとと

もに、 期的なニーズを踏まえ、子

ども・子育て支援と一体的に子ども

の発達を支援する体制を整備する

ほか、障害児通所支援等の事業を推

進 

地域療育センター等

の運営 

地域療育センター 

 5 か所 

児童発達支援セン

ター 10 か所

障害児通所支援事業

（児童発達支援セン

ターを除く）の実施 

児童発達支援 

180,222 回 

放課後等デイサー

ビス 

624,244 回 

保育所等訪問支援 

334 回 

障害児相談支援事業

の実施 5,439 回 

障害児いこいの家事

業の実施 12 か所 

早期子ども発達支援

に関する将来構想の

策定 

地域療育センターの

機能強化 

地域療育センター

初診前サポートモ

デル事業の実施 

障害児通所支援事業

（児童発達支援セン

ターを除く）の実施 

児童発達支援 

放課後等デイサー

ビス 

保育所等訪問支援 

障害児相談支援事業

の実施 

障害児いこいの家事

業の拡充 16 か所 

子ども 

 少年局
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

130 

発達障害の可

能性のある幼

児児童生徒へ

の支援 

学校教育において、発達障害の特性

に応じた適切な指導・支援を行うた

め、発達障害対応支援講師、発達障

害対応支援員、専門家チームの充実

をはかり、発達障害の可能性のある

幼児児童生徒の教育的ニーズに応

じた支援を実施 

発達障害対応支援講

師の配置 65 校 

発達障害対応支援員

の配置 

市立幼稚園・小・

中学校の全校（園）

専門家チームの派遣 

発達障害対応支援講

師の配置拡充 

発達障害対応支援員

の配置 

市立幼稚園・小・

中学校の全校（園）

専門家チームの派遣 

教育 

委員会 

131 

医療的ケア児

の支援に関す

る連携の推進 

医療的ケアを必要とする障害児が

安心して日常生活を送ることがで

きるよう、行政機関や事業者などで

構成される協議の場を設置するほ

か、支援を総合調整するコーディネ

ーターを養成するなど各関係機関

の連携を一層推進 

医療的ケア児数（概

算）の調査 

実態把握調査の実施

協議の場の設置運営 

コーディネーターの

養成及び配置 

子ども 

 少年局

132 

医療的ケアが

必要な幼児児

童生徒の支援 

医療的ケアが必要な幼児児童生徒

が安心して学校（園）生活を送るこ

とができるよう、医療的ケアと生活

介助を行うことができる看護介助

員等や、ミキサー食等を調理する栄

養教諭等を配置するとともに、関係

機関との連絡支援体制を確立する

ための医療的ケア連絡会議を運営 

看護介助員の配置 

 24 名 

看護介助員の欠員等

に対応するための看

護師の配置 

栄養教諭等の配置 

 6 名 

医療的ケア連絡会議

の運営 

看護介助員の配置 

看護介助員の欠員等

に対応するための看

護師の配置 

栄養教諭等の配置 

医療的ケア連絡会議

の運営 

教育 

委員会 

133 

学校生活介助

アシスタント

の配置 

障害のある幼児児童生徒の学校生

活を支援するため、学校生活におけ

る移動や排せつ、着がえ等の介助を

行うアシスタントを配置

配置 配置時間の拡充 

教育 

委員会 

134 

宿泊行事への

介護ヘルパー

の派遣 

障害のある児童生徒が宿泊行事に

参加する際に、必要な支援が受けら

れるよう介護ヘルパーの派遣を実

施 

検討 実施 

教育 

委員会 

135 

特別支援学級

等の設置・運営

障害の種類や程度に応じたきめ細

かな教育を行うため、各校の特別支

援学級等を運営 

実施 

特別支援学級 

  722 学級 

通級指導教室 

  60 教室 

実施 

教育 

委員会 
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施策 12 子どもが健やかに育つよう、子ども・家庭を支援します

136 

外部の専門家

による特別支

援学校アドバ

イザーの派遣

事業 

特別支援学校の教育活動を支援す

るために、学校運営や障害特性に応

じた指導法等について、専門家から

助言を得られるよう、外部の専門家

を派遣 

検討 学校運営アドバイザ

ーの派遣 

指導法アドバイザー

の派遣 

教育 

委員会 

137 

特別支援学校

高等部におけ

る就労支援 

特別支援学校高等部の生徒の職業

自立を促進するため、専門的な知識

や技能のある職業指導講師による

職業指導や就労支援コーディネー

ターによる職場実習の受け入れ交

渉などを実施 

職業指導 

職場実習の受け入れ

交渉 

職業自立推進運営委

員会の開催 

職業指導 

職場実習の受け入れ

交渉 

職業自立推進運営委

員会の開催 

教育 

委員会 

138 

高等特別支援

学校の整備 

特別支援学校高等部の入学者数の

増加や、企業等への就労をめざす職

業教育のニーズの高まりに対応す

るため、若宮商業高校との併設によ

る高等特別支援学校を整備 

検討 

専門家からのヒア

リングの実施 

先進校の視察 

教育課程や交流及

び共同学習等の検

討 

整備の推進 

教育 

委員会 

139 

特別支援教育

に関する施設

の整備 

特別支援学校の教室不足の解消に

向けた増築等を推進するとともに、

肢体不自由児が円滑に学校生活を

営めるよう、肢体不自由学級設置校

にエレベーターを整備 

守山養護学校産業科

棟の増築 

工事着手 

天白養護学校の増築 

検討 

仮設校舎リース 

肢体不自由学級設置

校へのエレベーター

整備 

守山養護学校産業科

棟の増築 

供用開始 

（令和 3 年度） 

天白養護学校の増築 

整備推進 

肢体不自由学級設置

校へのエレベーター

整備 

教育 

委員会 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

関連する個別計画

◆なごや子ども・子育てわくわくプラン2015 ◆子ども・子育て支援事業計画 

◆第3期教育振興基本計画

指    標
直 近 の  
現 状 値

目 標 値
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値
令和 12（2030）

年 度  

児童虐待の通告先（児童相談所また

は区役所・ 所）を知っている市 

の割合

55.2％ 65％ 80％ 

いじめられたり、いじめを見たり

したとき、先生や家族、親、友達、

相談機関に相談することができる

子どもの割合

小 78.0％ 

中 76.5％ 

小 81％ 

中 79％ 

小 82％ 

中 80％ 

学校生活が楽しいと思う児童・生徒

の割合 

小 92.1％ 

中 89.6％ 

小 94％ 

中 93％ 

小 95％ 

中 94％ 

施策１３ 虐待やいじめ、不登校から子どもを救います 

 子どもを虐待から守るための取り組み 

児童相談所、社会福祉事務所、保健センター、警察をはじめとする行政機関や、

医療機関、学校、保育所、地域などの連携強化をはかるとともに、児童虐待の発

生予防から、虐待の早期発見・早期対応、虐待を受けた子どもの保護・自立支援

に至るまで、切れ目のない重層的な支援体制を充実させます。また、さまざまな

機会を通じて啓発活動を推進し、子どもを虐待から守るまちづくりを進めます。 

 いじめ、不登校対策の充実

いじめが起きにくい環境づくりなど、いじめの未然防止を推進するとともに、

早期発見・早期対応により事態が深刻化する前に解決できるよう取り組みます。

また、学校に行きたいと思っているにも関わらず登校することができない子ども

をなくすため、一人ひとりの状況に応じた支援をするとともに、心理的理由によ

り登校できない子どもに対する学習面からの支援を充実します。さらには、子ど

もの教育・養育に関するあらゆる内容について、子どもとその保護者に寄り添っ

た教育相談を実施します。 

成果指標 

施策の柱 
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（現状）平成 30（2018）年度におけるいじ

めの認知件数は 2,518 件となっています。

また、小学校における不登校率は 0.69％

（769 人）、中学校においては 3.78％

（1,864 人）となっており、不登校児童

生徒数の増加に伴って、子ども適応相談セ

ンターに通所する子どもの数が増加してい

ます。 

【課題】すべての子どもが安心して学校生活

を送り、さまざまな活動に取り組むことが

できるよう、いじめを生まない土壌をつく

るとともに、いじめを訴えやすい体制を

整えることが必要です。また、学校に行き

たいと思っているにも関わらず、登校する

ことができない子どもをなくすための取り

組みや、心理的理由により登校することが

できない子どもへのきめ細かな支援が必要

です。 

現状と課題 

（現状）本市の児童相談所における児童虐待

相談対応件数は、平成 30（2018）年度に

は 3,394 件となり、過去最多となりまし

た。このような相談件数の増加や一時保護

の増加に対して迅速・的確に対応するた

め、平成 30（2018）年 5 月に本市 3 か所

目となる東部児童相談所を開設しました。 

【課題】虐待の発生を予防する取り組みを進

めることが必要です。また、関係機関等が

緊密に連携をはかることで、虐待をできる

限り早期に発見し、適切な支援へとつなげ

ることが必要です。 

◆ 児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移

◆ いじめの認知件数の推移

出典：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等

生徒指導上の諸課題に関する調査」 

出典：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等

生徒指導上の諸課題に関する調査」 

◆ 不登校児童生徒数の推移

出典：名古屋市作成 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

 子どもを虐待から守るための取り組み 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

140 

名古屋市児童

を虐待から守

る条例の推進 

児童を虐待から守るため、条例によ

り、国が定める 11 月とともに、本

市が独自に 5 月を児童虐待防止推進

月間と定め、両月間を中心に、児童

虐待防止の啓発事業等を実施 

新入学児童と保護者

などに向けた広報・

啓発、講演会等の実

施（5 月） 

オレンジリボンキャ

ンペーン 2018 の実

施（11 月） 

暴力・暴言によらな

い子育て方法などを

学ぶ講座の開催 

新入学児童と保護者

などに向けた広報・

啓発、講演会等の実

施（毎年度 5 月） 

オレンジリボンキャ

ンペーンの実施（毎

年度 11 月） 

暴力・暴言によらな

い子育て方法などを

学ぶ講座の開催 

子ども 

 少年局

141 

児童相談所の

体制強化 

児 童 虐 待 等 の 児 童 相 談 に よ り 迅

速・的確に対応するため、研修を通

して児童相談所の児童福祉司等の

専門性の向上等をはかるほか、児童

相談所における相談援助体制の充

実を推進 

児童相談所配置職員 

児童福祉司 

児童心理司 

弁護士 

警察官等 

研修の実施 

児童相談所配置職員 

 拡充 

研修の充実 

子ども 

 少年局

142 

区役所・支所に

おける児童虐

待等への機能

強化 

児童を虐待から守るため、地域に身

近な窓口である各区役所・支所（社

会福祉事務所）の子ども家庭相談体

制を強化し、児童相談所等と連携・

役割分担を行いながら、児童虐待等

への対応を実施 

児童相談所と兼務の

児童福祉司の配置 

20 名（16 区 4 支所）

児童虐待対応支援員

の配置 

24 名（16 区 4 支所）

児童相談所と兼務の

児童福祉司の配置拡

充 

児童虐待対応支援員

の配置拡充 

子ども 

 少年局

施策を推進する事業 
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施策 13 虐待やいじめ、不登校から子どもを救います

143 

児童虐待防止

における関係

機関の連携 

児童虐待の予防、早期発見、早期対

応のため、なごやこどもサポート連

絡協議会などの開催、児童虐待対応

システムの活用等による対象ケー

スの情報共有を通して、児童相談

所、社会福祉事務所、保健センター、

警察などの関係機関の連携強化を

推進 

なごやこどもサポー

ト連絡協議会の開催 

年 2 回 

なごやこどもサポー

ト区連絡会議の開催 

代表者会議 

各区年 1 2 回 

実務者会議 

各区月 1 回 

サポートチーム会議

随時 

児童虐待対応システ

ムの運用 

なごやこどもサポー

ト連絡協議会の開催 

なごやこどもサポー

ト区連絡会議の開催 

代表者会議 

実務者会議 

サポートチーム会議

児童虐待対応システ

ムの運用 

子ども 

 少年局

144 

児童虐待を受

けた子ども・家

庭への支援 

児童虐待の再発防止をはかるため、

児童虐待を受けた子どもの家庭に

対して、児童虐待再発防止のための

保護者支援事業や家庭復帰支援事

業等を実施 

暴力・暴言によらな

い子育て方法などの

習得に向けた保護者

への支援 

家庭復帰等に向けた

施設等入所児童及び

保護者への支援 

暴力・暴言によらな

い子育て方法などの

習得に向けた保護者

への支援 

家庭復帰等に向けた

施設等入所児童及び

保護者への支援 

子ども 

 少年局

145 

特定妊婦訪問

支援事業 

児童虐待の発生を未然に防止する

ため、虐待ハイリスク要因を有する

等、出産後の養育について出産前か

ら支援を行うことが必要な妊婦に

対して、家庭訪問による継続的な支

援を実施 

実施 実施 

子ども 

 少年局

146 

なごやすくす

くボランティ

ア事業 

児童虐待の予防のための見守りな

ど、地域の子育て支援活動への協力

を推進し、地域全体で子育て家庭を

支援するため、日常的に親や子ども

の立場に立って、親子を温かく見守

るなごやすくすくボランティア、子

育て講座の託児やお手伝いやイベ

ントでの親子の見守りなどを行う

すくすくサポーターの養成を促進 

なごやすくすくボラ

ンティア養成講座の

開催 8 回 

すくすくサポーター

養成講座の開催 

 4 回 

なごやすくすくボラ

ンティア養成講座の

開催 

すくすくサポーター

養成講座の開催  

子ども 

 少年局
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

 いじめ、不登校対策の充実

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

147 

いじめ、不登校

対策の推進 

いじめや不登校を未然に防止する

とともに、早期に発見し、一人ひと

りの状況に応じた適切な支援を早

期に行うため、子ども応援委員会と

の連携や各校における各種の事業

を通じたきめ細かな対策を実施 

いじめ防止教育プロ

グラムによる予防的

教育の実施 

全小・中・特別支

援学校 

なごや ING※キャン

ペーンの実施 

全校 

夢と命の 絆
きずな

づくり

推進事業の実施 

小学校 77 校 

中学校 33 校 

高校 3 校 

特別支援学校 1 校

インターネット上に

おけるいじめ対策の

実施 

不登校対策支援サイ

トの運営 

いじめ防止教育プロ

グラムによる予防的

教育の実施 

全小・中・特別支

援学校 

なごや ING キャンペ

ーンの実施 

全校 

夢と命の 絆
きずな

づくり

推進事業の実施 

インターネット上に

おけるいじめ対策の

実施 

不登校対策支援サイ

トの運営 

教育 

委員会 

148 

子ども適応相

談センターで

の不登校対応

事業 

心理的理由により登校できない児

童生徒を支援するため、通所による

教育相談・適応指導と、タブレット

端末を活用した学習支援を実施 

子ども適応相談セン

ターの運営 

通所者数 583 人 

タブレット端末を活

用した学習支援の実

施 

学習用タブレット

端末の整備 

子ども適応相談セン

ターの運営 

タブレット端末を活

用した学習支援の実

施 

学習用タブレット

端末の整備拡充 

教育 

委員会 

※ING：（I）いじめの（N）ない（G）学校づくりの略。
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施策 13 虐待やいじめ、不登校から子どもを救います

149 

教育相談事業 

いじめや不登校など子どもの教育･

養育上の問題に関するあらゆる内

容について、子ども及びその保護者

に寄り添い、学校生活等で特別な支

援を要する幼児児童生徒に対する

心理検査を含めた教育相談を教育

センターにおいて実施 

実施 

電話相談 

  3,859 回 

メール相談 

  104 件 228 回 

来所相談 

  730 件 3,106 回 

（うち、心理検

査 418 件実施）

訪問相談 

  57 件 1,786 回 

実施 

教育 

委員会 

150 

児童生徒に関

わる相談・支援

の充実 

い じ め や 不 登 校 な ど 子 ど も の 教

育・養育に関する相談・支援体制の

さらなる充実に向けて、子ども応援

委員会や教育センター、子ども適応

相談センターなど関係する事業・組

織間の連携をより密にし、子ども及

びその保護者に寄り添った相談・支

援を実施 

関係する組織間の連

携体制について検討 

子ども及びその保護

者 に 寄 り 添 っ た 相

談・支援の実施 

教育 

委員会 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

関連する個別計画

◆第3期教育振興基本計画 ◆ナゴヤ子どもいきいき学校づくり計画 ◆学校施設リフレッシュプラン 

◆魅力ある市立高等学校づくり推進基本計画（第2次）

指    標
直 近 の  
現 状 値

目 標 値
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値
令和 12（2030）

年 度  

学習意欲に関する質問に肯定的に

答えた児童生徒の割合

小 80.0％ 

中 71.6％

小 82％ 

中 73％

小 83％ 

中 74％

学校生活において友達を思いやる気

持ちを持つことができる子どもの割合

小 85.1％ 

中 82.5％ 

小 91％ 

中 89％ 

小 92％ 

中 90％ 

運動をすることが好きな子どもの割合 
小 64.1％ 

中 54.2％ 

小 66％ 

中 56％ 

小 68％ 

中 58％ 

施策１４ 
子どもの個性を大切にし、幅広い学力と豊かな心、 
健やかな体を育みます 

 幅広い学力の育成 

基礎・基本の学力の定着はもとより、グローバル社会において活躍できる人材

の育成を進めるとともに、自ら考え、判断し、表現する力などの習得に向け、子

ども一人ひとりの個性を大切にしたきめ細かな指導を行います。また、他者と協

働しつつ自ら考え抜く自立した学びの実現に向け、画 的な  授業からの転換

による授業改善を進めます。 

 豊かな心と健やかな体の育成 

子どもたちの豊かな人間性や社会性を育成するためのインクルーシブ教育シス

テム※の構築を進めるなど、社会の一員としての規範意識や自覚を持つ子どもを

育成します。また、運動や食事など望ましい生活習慣を身につけ、生涯にわたっ

て健康に過ごすための心身を育みます。 

 学びを支える教育環境の充実

一人ひとりの子どもに目の行き届いたきめ細かな指導を行っていくため、学校

における働き方の改革を進め、教員の資質の向上や教員が子どもと向き合う時間

の拡充に取り組みます。また、地域に開かれ信頼される学校づくりや望ましい学

校規模の確保、ICT※環境の整備など教育環境の充実をはかります。 

 魅力ある市立高等学校づくり

教育内容の量的拡大から質的充実へのシフトを基本とした、学びのあり方の改

革を進めます。また、普通科や総合学科のほかさまざまな専門学科や定時制高校

において、各学校の特色を活
い

かした教科指導を充実発展させるなど、魅力や特色

ある学校づくりを進めるとともに、学校間連携や校種を超えた連携による教育活

動を推進します。 

成果指標 

施策の柱 
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（現状）本市の子どもたちは、全国平均と比

べ、国語の読む力や数学的な考え方はほぼ

身についていますが、国語の書く力や話す

力が不足しています。 

   また、学校教育で充実を希望する分野を

保護者に調査したところ、「自ら学び考え

る力」の項目が高い割合となっています。 

【課題】基礎基本の学力に加えて、学ぶ意欲

や思考力、判断力、表現力など幅広い学力

を育てていく必要があります。 

（現状）学校教育で充実を希望する分野を保

護者に調査したところ、「他人を思いやる

力」や「社会のルールやマナー」という

項目が高い割合となっています。 

   また、本市の子どもたちは、運動をする

ことが好きな子どもの割合が全国よりやや

低く、運動をすることが嫌いな子どもの

割合がやや高い状態にあり、運動能力は

全国平均と比べ、全体として低い状態にあ

ります。 

【課題】他人を思いやる心や美しいもの、 

現状と課題 

（現状）少子化の進行により、市立小学校の約 3 割が 11 学級以下のクラス替えができない

小規模校となっています。一方で 31 学級以上の過大規模の小学校も 6 校あります。 

【課題】小規模校や過大規模校における教育面や学校運営面の課題を解消し、子どもたちに

とって良好な教育環境にするため、望ましい学校規模を確保する必要があります。 

◆ 小学生の教科学習における定着の状況

平成 30 年度現在 

出典：名古屋市作成 

（現状）ICT の急速な発展、産業構造の変化、少子化・高齢化など、社会経済情勢が変化す

る中で、高等学校に通う生徒の生活実態や学習環境も変容し、生徒の興味や関心、能力や

適性、進路の希望もますます多様化してきています。 

【課題】生徒一人ひとりの個性や能 の伸 をはかるためにも 等学校教育の改 が求めら

れています。 

出典：スポーツ庁「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

（平成 30 年度）より名古屋市作成 

自然に対して感動する心などの豊かな人間性を身につけるとともに、社会の一員としての

自覚を持つ子どもの育成を推進する必要があります。また、楽しく運動に取り組むことや

食育を通して、児童生徒の心身ともに健全な発達を促す必要があります。 

※インクルーシブ教育システム：「障害者の権利に関する条約」第 24 条より、人間の多様性の尊重等
の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に
参加することを可能とするとの目的のもと、障害のある者と障害のない者がともに学ぶ仕組み。 
ICT：Information and Communication Technology の略。情報・通信に関する技術の総称。 

◆ 小・中学生の体力・運動能力の状況

96.0
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97.4

97.4
91.8

98.4
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ボール投げ 本市
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95.9

80

85

90

95

100

105
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

 幅広い学力の育成 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

151 

新学習指導要

領の着実な実

施 

新学習指導要領※に対応し、主体

的・対話的で深い学びの実現に向け

た授業改善を進め、カリキュラムマ

ネジメントの充実や学校段階間の

円滑な接続をはかるとともに、キャ

リア教育、プログラミング教育※等

の新しい教育を推進 

「 な か ま な ビ ジ ョ

ン」を取り入れた授

業改善の推進 

新学習指導要領に対

応した「名古屋市教

育課程」の作成に向

けた検討の実施 

「 な か ま な ビ ジ ョ

ン」を取り入れた授

業改善の推進 

新学習指導要領に対

応した「名古屋市教

育課程」の作成、活

用 

教育 

委員会 

152 

画 的な  

授業からの転

換を進める授

業改善 

基礎的な学力の確実な定着と、他者

と協働しつつ自ら考え抜く自立し

た学びの実現に向けて、すべての児

童生徒に対し、一人ひとりの進度や

能力、関心に応じた個別最適化され

た学びを提供するための授業改善

を推進 

検討 

教育専門家による

講演会の実施 

推進 

専任実践チームの

設立（令和元年度）

実践研究を基に各

校の状況に応じて

実践 

教育 

委員会 

153 

ことばの力育

成事業 

子どもたちの学習の基礎となるこ

とばの力を向上させるため、子ども

の読書意欲を高める取り組みや言

語活動を充実させる取り組みを実

施 

学校司書の配置 

小学校 24 校 

中学校 8 校 

なごやっ子読書ノー

ト、なごやっ子読書

カードの配付 

本の帯コンクールの

実施 

なごやっ子漢字検定

プリントの作成・配信

学校司書の配置 

 拡充 

なごやっ子読書ノー

ト、なごやっ子読書

カードの配付 

本の帯コンクールの

実施 

なごやっ子漢字検定

プリントの更新・配信

教育 

委員会 

154 

小・中学校にお

ける理数教育

の推進 

小・中学校における理数教育の充実

に向けて、児童生徒の科学への興

味・関心を高めるとともに、論理的

な思考力を養うためのプログラミ

ング教育や見通しをもった観察・実

験を実施 

実施 

プログラミング教

育の試行実施 

  小学校 3 校 

実施 

ロボットプログラ

ミングの実施 教育 

委員会 

※新学習指導要領：学習指導要領は全国的に一定の教育的水準を確保するとともに、実質的な教育の機
会均等を保証するため、学校教育法に基づき国が定めている教育課程の基準であり、新学習指導要領
は、令和 2（2020）年度の小学校・特別支援学校小学部での全面実施以降、中学校、高等学校等にお
いて、順次実施。 
プログラミング教育：プログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるため
に必要な論理的思考力を身に付けるための教育。

施策を推進する事業 
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施策 14 子どもの個性を大切にし、幅広い学力と豊かな心、健やかな体を育みます

155 

外国語教育の

充実 

グローバル人材を育成するため、英

語授業においてデジタル教科書や

外国人材を活用するとともに、英語

に堪能な教員の確保に向けた採用

選考試験を実施 

デジタル教科書の活用

全中学校 

外国語活動アシスタ

ントの派遣 

小学校 261 校 

外国人英語指導助手

の派遣 

中学校 110 校 

高校 9 校 

特例を設けた教員採

用選考試験の実施 

デジタル教科書の活用

外国語活動アシスタ

ントの派遣 

外国人英語指導助手

の派遣 

特例を設けた教員採

用選考試験の実施 

教育 

委員会 

156 

少人数教育の

推進 

一人ひとりを大切にしたきめ細か

な指導を行うための小学校 1・2 年

生における 30 人学級及び中学校 1

年生における 35 人学級という少人

数学級の編制、個々の子どもの習熟

度や学習においてのつまずきに対

応するための少人数指導の実施 

実施 

全小・中学校 

実施 

全小・中学校 

教育 

委員会 

157 

子どもの未来

応援講師の配

置 

基礎基本の定着を中心とした学習

指導の支援を行うとともに、学級担

任・教科担任とは異なる立場で子ど

もと関わり、気軽に相談できる関係

を築くことで子どもを支援 

学習指導支援講師の

配置 

小学校 61 校 

中学校 15 校 

特別支援学校 4 校

夏季休業中の特設講

座の開設 

子どもの未来応援講

師※の配置拡充 

夏季休業中の特設講

座の開設 

教育 

委員会 

158 

学力向上サポ

ート事業 

子どもたちの学習意欲を喚起し、学

習の理解を深めるため、各校の創意

工夫を活
い

かした教科指導の研究や

教育活動の展開を支援 

実施 

市 立 学 校 全 体 で

24 校 

実施 

教育 

委員会 

159 

土曜日の教育

活動の推進 

子どもたちにとってより豊かで有

意義な土曜日を実現するため、地域

や 学、 間事業者等の協 のもと

体験活動等を実施 

モデル実施 

 26 学区 

実施 

 96 学区 教育 

委員会 

※子どもの未来応援講師：学習指導支援講師は、令和元（2019）年度から活動内容を拡充したことに伴
い子どもの未来応援講師に名称が変更された。
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

 豊かな心と健やかな体の育成 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

160 

インクルーシ

ブ教育システ

ムの構築の推

進 

子どもたちの社会性や豊かな人間

性を育成するため、障害のない子ど

もと障害のある子どもとの交流及

び共同学習を進めるとともに、若宮

商業高校と高等特別支援学校の併

設によるインクルーシブ教育学校

を検討し、インクルーシブ教育シス

テムの構築を推進 

交流及び共同学習の

実施 

インクルーシブ教育

学校の検討 

交流及び共同学習の

実施 

インクルーシブ教育

学校の検討推進 

教育 

委員会 

161 

SDGs 達 成の

担い手づくり

推進事業 

SDGs※達成の担い手を育成するた

め、推進校（園）において、環境学

習や国際理解学習、防災学習、エネ

ルギー学習、世界遺産や地域の文化

財等に関する学習などの多様な学

習活動を実施 

検討 SDGs 達成の担い手

づくり推進事業の実

施 教育 

委員会 

162 

コミュニティ

・スクールの導

入 

地域に開かれ信頼される学校づく

りに向けて、学校と地域住 等が 

を合わせて学校の運営に取り組む

コミュニティ・スクール（学校運営

協議会制度）の導入を推進 

学校評議員制の実施 

コミュニティ・スク

ールの導入検討 

学校評議員制の実施 

コミュニティ・スク

ールの導入推進 

教育 

委員会 

163 

中学生による

陸前高田市と

の交流 

環境が異なる生徒間交流により心

身の発達を促し、将来を担う人材の

育成をはかるとともに、陸前高田市

の復興と両市の発展のため、名古屋

市立と陸前高田市立の中学生の交

流を実施 

訪問交流の実施 訪問交流の実施 

復興状況等を踏まえ

た交流のあり方につ

いて検討 

教育 

委員会 

164 

元気いっぱい

なごやっ子の

育成事業 

生涯にわたる豊かなスポーツライ

フの実現や体力・運動能力の向上に

向けた取り組み、学校給食を通じて

食生活に必要な知識と判断能力を

育むことなどを通して、運動習慣や

早寝早起き・朝食の摂取などの望ま

しい生活習慣を形成 

体力アップ推進校の

実施 

小・中学校全体で

18 校 

一校一運動の実施 

小学校 8 校 

学校給食を通じた食

育の実施 

小・中・特別支援

学校 

運動大好きなごやっ

子育成推進校の実施 

小・中学校全体で

18 校 

一校一運動の実施 

小学校 8 校 

学校給食を通じた食

育の実施 

小・中・特別支援

学校 

教育 

委員会 

※SDGs：Sustainable Development Goals の略。平成 27（2015）年 9 月の国連サミットで採択された
「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された令和 12（2030）年までの国際目標。 
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165 

部活動の振興

（中学校、高等

学校） 

生徒の豊かな心と健やかな体の育

成に向けて、部活動の充実と活性化

をはかるため、部活動顧問・外部指

導者の派遣や各種大会の開催など

を実施 

部活動顧問の派遣 

 214 部 

部活動外部指導者の

派遣 386 部 

各種大会の開催 

全国大会等出場生徒

の保護者への旅費等

補助 

部活動顧問の派遣 

 拡充 

部活動外部指導者の

派遣 

各種大会の開催 

全国大会等出場生徒

の保護者への旅費等

補助 

教育 

委員会 

166 

部活動の振興

（小学校） 

児童のスポーツへの関心を高める

とともに、豊かな心と健やかな体

の育成に向けて、部活動の充実と

活性化をはかるため、部活動顧

問・外部指導者の派遣を実施する

とともに、教員が指導しない小学

生の放課後における運動・文化活

動の新たな仕組みを構築 

小学校部活動の見直

し検討 

部活動顧問の派遣 

 15 部 

部活動外部指導者の

派遣 119 部 

スポーツ体験事業の

実施 

教室 11 回 

観戦 8 回 

新たな仕組みによる

運動・文化活動の実

施 

スポーツ体験事業の

実施 

スポーツ

市 局

教育 

委員会 

167 

学校給食にお

けるなごやめ

しの提供 

子どもたちへ名古屋独自の食文化

の魅力を伝え、名古屋への愛着を

深めるため、学校給食において、

なごやめしを提供 

実施 

 3 回 

実施 

教育 

委員会 

 学びを支える教育環境の充実

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

168 

ICT を活用し

た教育の推進 

児童生徒の情報処理に関する基礎

的な知識の習得と、思考力・判断

力・表現力や情報活用能力の育成を

はかるとともに、学習への意欲を高

めるため、学習用の ICT 環境を整備

学 校 に お け る  ICT 

環境の整備計画の策

定に向けた検討 

授業方法の研究及び

研修の充実 

学習用 ICT 機器の充実

授業方法の研究及び

研修の充実 

教育 

委員会 

－214－



都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

169 

グローバル・エ

デュケーショ

ン・センターの

運営 

グローバル社会において活躍する

ことができる人材を育成するため、

国内外の企業や大学、研究機関等と

連携し、グローバル環境の実体験等

ができるグローバル・エデュケーシ

ョン・センターを運営 

開設準備 開設（令和元年度） 

グローバル教育の実施 教育 

委員会 

170 

学校における

働き方改革の

推進 

学校教育の改善・充実に向けて、教

員が授業や授業準備等に集中し、健

康でやりがいをもって勤務でき、教

育の質を高められる環境を構築す

るため、学校における働き方改革を

推進 

学校閉庁日の設定 

新たな校務支援シス

テムに向けた準備 

ス ク ー ル ・ サ ポ ー

ト・スタッフの配置 

小学校 25 校 

中学校 16 校 

学校運営サポーター

などボランティアの

活用 

学校閉庁日の設定 

新たな校務支援シス

テムの運用 

ス ク ー ル ・ サ ポ ー

ト・スタッフの配置

拡充 

学校運営サポーター

などボランティアの

活用 

教育 

委員会 

171 

望ましい学校

規模の確保 

児童生徒にとって、よりよい教育環

境を整えるため、小規模校（小学校

11 学級以下、中学校 5 学級以下）

及び過大規模校（小・中学校ともに

31 学級以上）について、統合等によ

り望ましい学校規模を確保 

「ナゴヤ子どもいき

い き 学 校 づ く り 計

画」の策定 

上志段味
し だ み

小学校の整備

設計 

ナゴヤ子どもいきい

き学校づくりの推進 

上志段味
し だ み

小学校の整備

開校（令和 3 年度）

教育 

委員会 

172 

学校施設の計

画的な改修 

安心・安全で良好な教育環境を整備

するとともに、校舎等の 寿命化を

はかるため、リニューアル改修や保

全改修等を計画的に実施 

学校のリニューアル

改修 

学校の保全改修 

運動場改修 

プール改修 

学校のリニューアル

改修 

学校の保全改修 

運動場改修 

プール改修 

教育 

委員会 

173 

学校施設の空

調設備更新 

安心・安全で快適な教育環境を確保

するとともに、省エネルギー化によ

る CO2 排出量の削減をはかるため、

公害対策関係校の空調設備更新を

実施 

実施 

公害対策関係校 

  15 校（園） 

実施 

教育 

委員会 

－215－



施策 14 子どもの個性を大切にし、幅広い学力と豊かな心、健やかな体を育みます

174 

学校施設と公

的施設等との

複合化 

良好で質の高い学びを実現する環

境の整備とともに、市全体の公有財

産として有効活用をはかるため、老

朽化した他の公的施設との複合化

を検討 

モデル事業の検討 モデル事業の推進 
教育 

委員会 

はじめ 

関係局 

 魅力ある市立高等学校づくり

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

175 

市立高等学校

における学び

のあり方改革 

教育内容の量的拡大から質的充実

へのシフトを基本とした「学びのあ

り方」の改革を進めるため、緑高校

をパイロット校（教育実践推進校）※

に指定し、先進的な取り組みを実施

するとともに、その成果を市立高校

全体に展開 

パイロット校におけ

る取り組みの実施 

パイロット校構想

の策定のためのプ

ロジェクトチーム

の設置 

パイロット校におけ

る取り組みの実施 

図書館等の施設の

拡充 

ICT 機器等の充実 

教育 

委員会 

176 

市立高等学校

における産業

界・大学・地域

との連携 

生徒の学びの質を高め、社会に貢献

できるグローバル人材やものづく

り人材を育成するため、市立高校

と、市立大学をはじめとする大学や

企業等と連携した取り組みを推進 

専門学科高校におけ

る産業界等との連携 

デュアルシステム ※

の実施 

普通科高校における

大学との連携 

大学まるごと研究

室体験 

専門学科高校におけ

る産業界等との連携 

デュアルシステム

の実施 

普通科高校における

大学との連携による

専門性の高い教育の

充実 

教育 

委員会 

177 

市立高等学校

における理数

教育の充実 

独創性と創造性にあふれた国際性

豊かな科学技術系人材の育成のた

め、市立高校における理数教育推進

校である向陽高校国際科学科を拠

点として、市立大学や企業との連携

による実習・講座を実施するなど、

特色ある理数教育を推進 

特色ある理数教育の

推進 

英語をツールとし

た理数教育の実施 

大学・企業と連携

した理数教育の実

施 

向陽高校の SSH※指

定（平成 27 年度 

令和元年度） 

向陽高校での取り組

みや成果を市立高校

全体で共有 

特色ある理数教育の

推進 

英語をツールとし

た理数教育の実施 

大学・企業と連携

した理数教育の実

施 

向陽高校の SSH 再

指定（令和 2 年度）

向陽高校での取り組

みや成果を市立高校

全体で共有 

教育 

委員会 

※パイロット校（教育実践推進校）：新しい学校運営のモデルの開発をするために指定した学校。
デュアルシステム：学校での授業と企業での 期研修とを組み合わせ、より実践的な技能者の育成を
はかる仕組み。 
SSH：Super Science High Schools の略。将来の国際的な科学技術関係人材を育成するために、先進
的な理数系教育を実施する高等学校等を文部科学省が 5 年間指定して支援を実施する制度。

－216－
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事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

178 

市立高校生の

海外派遣 

グローバルな視野を持つ人材を育

成するとともに、外国語によるコミ

ュニケーション能力の向上をはか

るため、市立高校生の海外派遣を実

施 

実施 

オーストラリア 

12 人 

マレーシア 

  4 人 

アメリカ 

  4 人 

ドイツ 

  20 人 

フランス 

  6 人 

拡充 

教育 

委員会 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

関連する個別計画

◆学生タウンなごや推進ビジョン ◆公立大学法人名古屋市立大学第三期中期目標 

◆なごや子ども・子育てわくわくプラン2015

指    標 
直 近 の  
現 状 値  

目 標 値
令和 5（2023）

年 度  

目 標 値
令和 12（2030）

年 度  

市内における大学・短期大学の学生数 104,772 人 107,800 人 107,800 人 

社会的自立に向け支援を受けた子ど

も・若者のうち、支援を通して状況

に改善が見られた者の割合

66.7％ 70％ 75％ 

施策１５ 若い世代が学び育ち、活躍できるまちをつくります 

 若者を応援し育むまちづくり 

若い世代の豊かな感性から生み出される発想力や行動力を活用するとともに、

大学、地域、企業、行政の連携を推進し、学生から選ばれるまちづくりを進めます。

とりわけ、名古屋市立大学においては、広く市 、 政などと連携、協働し、

魅力あるまちづくりに寄与していきます。 

 若者の社会的自立への支援 

若者が自らの意思で社会参加できるような環境づくりを進めます。また、若年

無業者※やひきこもりなどの困難を有する若者が就労し、社会的に自立できるよ

う、若者一人ひとりに対して相談から就職、職場定着まで総合的・包括的な一貫

した支援を実施します。 

成果指標 

施策の柱 

※若年無業者：15 34 歳の非労働力人口のうち、通学、家事を行っていない者。いわゆるニート。
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（現状）日本全体の若年無業者の数は、平成

14（2002）年以降ほぼ横ばいで推移して

おり、平成 30（2018）年には約 53 万人と

なっていますが、35 歳 39 歳も含めると

約 71 万人となり、若者が働けない、働か

ないまま年齢を重ねている状況です。 

【課題】若者が社会的自立を果たせていない

状況が じたり、その状況が 期化したり

することがないよう、早期対応や支援など

の取り組みを進める必要があります。 

◆ 若年無業者数の推移（全国）

現状と課題 

（現状）平成 30（2018）年における大学及び短期大学の学生数は 104,772 人と指定都市中

第 2 位となっています。大学及び短期大学は 23 校、専修学校は 120 校あり、全国でも

大学・学生の多い都市となっています。今後、少子化の進行や都市間競争の激化、若者の

他地域への流出などによる、若年層の減少が懸念されます。 

名古屋市立大学は、医・薬・経済・人文社会・芸術工学・看護及び総合生命理学の 7 学

部を有する総合大学であり、優れた 材の育成、市 の健康福祉への寄与、先端的研究の

世界への発信などを行っています。 

【課題】学生から選ばれるまちとなるため、若者が自由な発想で、自主的に地域や企業、

行政などと連携して地域イベントの企画やさまざまなボランティア活動などに参加できる

よう支援することが必要です。 

名古屋市立大学は、総合大学としての特性を活
い

かして、広く市 及び地域との連携を

強化し、教育研究成果を還元することを通じて、地域や行政の課題解決に寄与することが

求められています。 

出典：総務省「労働力調査」 

◆ 大学及び短期大学の学生数と大学及び短期大学数（指定都市比較）

出典：文部科学省 

「学校基本調査」 

（平成 30 年度） 
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都市像２ 安心して子育てができ、子どもや若者が豊かに育つまち

 若者を応援し育むまちづくり 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

179 

学生タウンな

ごや等の推進 

学生から選ばれるまちづくりを進

めるため、学生の自発的な活動の支

援を行い学生がいきいきと活動す

るまちとするとともに、学生にとっ

て魅力あるまちのブランドイメー

ジを創出するなど、大学、地域、企

業、行政の連携・協働による取り組

みを推進 

実施 

学生タウンなごや

推進会議の開催回

数 2 回 

学生共同活動拠点

「N-base」の運営

学生タウンなごや

ポータルサイト

「N-chan」の運営

実施 

学生タウンなごや

推進会議の開催回

数 2 回 

学生共同活動拠点

「N-base」の運営

学生タウンなごや

ポータルサイト

「N-chan」の運営

総務局 

180 

市立大学にお

ける地域と連

携・協働した社

会貢献活動の

推進 

若者を含む市 にとって豊かで魅

力ある地域社会づくりに寄与する

ため、健康・福祉の向上やまちづく

り、子どもの育成支援など、総合大

学としての特性を活
い

かして、地域と

連携・協働した社会貢献活動を推進

実施 実施

総務局 

181 

市立大学にお

ける都市特有

の諸課題の解

決に向けた調

査・研究・分析

若い世代が活躍できる都市をめざ

し、地域のまちづくり、子育て支援

や医療・福祉、産業、観光など、都

市政策に関する多種多様な課題に

資するため、都市政策研究センター

等での都市特有の諸課題の解決に

向けた調査、研究、分析を行うほか、

諸課題に対応できる人材を育成 

実施 

都市政策研究セン

ターの設置 

人間文化研究科・

経済学研究科が連

携した大学院コー

スの設置準備 

実施 

都市政策研究セン

ターの運営 

人間文化研究科・

経済学研究科が連

携した大学院コー

スの設置 

（令和 2 年度） 

総務局 

施策を推進する事業 
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施策 15 若い世代が学び育ち、活躍できるまちをつくります

 若者の社会的自立への支援 

事業名 事業概要 現況 計画目標 所管局 

182 

ナゴヤ型若者

の就労支援 

困難を有する若者の社会的自立を

支援するため、若者一人ひとりに対

して相談から就職、職業定着まで新

たに総合的・包括的な一貫した支援

を実施 

子ども・若者総合相

談センターの運営 

若者自立支援事業の

実施 

子ども・若者総合相

談センターの体制強

化 

伴走型支援体制の

構築 

ブランチ窓口の設置

新たな就労支援事業

の実施 

若者自立支援ステッ

プアップ事業の実施 

若者自立支援ジャン

プアップ事業の実施 

子ども 

 少年局

183 

子ども・若者の

自立支援 

若年無業者、ひきこもりなど、社会

生活を送る上でさまざまな困難を

有する若者の自立を支援するため、

官 相互のネットワークによる総

合的な支援を推進 

子ども・若者支援地

域協議会の開催 

子ども・若者支援地

域協議会の開催 
子ども 

 少年局

184 

 少年の社会

参画推進 

社会性、主体性に富み、人間性豊か

で活 あふれる 少年の育成をは

かるため、 少年交流プラザなど

で、 少年が社会活動に参画した

り、意見を発表したりする活動への

支援を実施するとともに、子ども自

身が企画・運営に参画し、子どもが

疑似的なまちでさまざまな社会体

験をする子どものまち事業を実施 

 少年交流プラザに

おける 少年の社会

参加活動等の推進 

参加者数 4,035 人

子どものまち事業の

普及啓発 

 少年交流プラザに

おける 少年の社会

参加活動等の推進 

子どものまち事業の

普及啓発 

子ども 

 少年局
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